
例えば

た県きあ 広報

県警察本部警務課 　　0120-863314

保健師・助産師・看護師・准看護師の業務に現在従事して
いる方は、法律により2年ごとの届出が必要です。
皆さんの届出が、看護職員を確保していくための基礎
資料となりますので、ご協力をお願いします。
また、今年度からオンラインでの届出も可能となりました
ので、ぜひご利用ください。

県文化振興課 ☎018-860-1529
あきた芸術劇場ミルハス ☎018-838-5822

県医務薬事課医療人材対策室 ☎018-860-1410

ミルハス開館記念
　　　ミュージカル公演

看護職員さんへお願いです 県職員になろう！
～看護職員業務従事者届～

県民・市民参加型ミュージカル
警察官・警察行政職員の仕事に興味が
ある方を対象に、インターンシップを開催
します。業務説明のほか、職場見学、
職業体験などを予定しています。

あきた芸術劇場ミルハス開館記念事業として、オリジナル
ストーリーミュージカル「欅

けやき

の記憶・蓮
はす

のトキメキ」を開催
します。稽古を1年以上積み重ねてきた出演者の熱演を、
ぜひご鑑賞ください。チケットの購入方法など、詳しくは
ミルハス公式ウェブサイトをご覧ください。

警察官になりませんか！
秋田駅前インターンシップ

県の仕事の魅力を説明します！
～秋田県職員の仕事ガイダンス～

2022.12月号

令和5年1月5日（木）、6日（金）
10：00～16：20

と　　き

秋田拠点センターALVE 音楽交流室D
アルヴェ

と　こ　ろ

令和5年1月14日（土）18：00開演
令和5年1月15日（日）14：00開演

と　　き

令和5年1月16日（月）届出期限
各事業所において書類を提出紙による届出

各事業所で取得した利用者IDにより
オンライン入力

オンラインによる届出

県警ウェブサイト採用案内
からの申し込み

申込方法
あきた芸術劇場ミルハス 中ホールと　こ　ろ
69006コンテンツ番号

68798コンテンツ番号
1295コンテンツ番号

コンテンツ番号がある情報については、「美の国あきた
ネット」で詳細をご確認いただけます。画面上部の「サイト
内を検索する」に番号を入力してください。

■サイト内を検索する

17050

☎ 018-860-1076    joukai@pref.akita.lg.jp
企画・構成／秋田県 総務部 広報広聴課

【さきがけ・北羽】12・2月 第2土曜日掲載
【北鹿】12・2月 第2日曜日掲載

県政広報の
ご案内

県人事委員会事務局
☎018-860-3253

県職員の仕事の内容や働き方について、各職種（行政
や土木、農学など）の職員が説明し、ご質問にお答え
します。新卒、既卒、進学予定者を問わず、県職員として
働くことに関心のある方は、ぜひご参加ください。
参加申込方法など、詳しくは県職員採用ウェブサイトを
ご覧ください。

期間・会場 12月26日（月）オンライン
12月27日（火）対面：秋田地方総合
　　　　　　　　　庁舎（県庁）

県からの

お知らせ

7:50～ 第2・4金曜日
 エフエム秋田

秋田県からのお知らせ
ラジオ広報

「声の広報（音声CD版）」
「点字広報」もあります

全戸配布広報紙
奇数月1日発行

県公式ウェブサイト 県公式ＳＮＳ

@pref_akita @pref.akita

17:25～　第1土曜日　秋田放送
13:55～　第2土曜日　秋田テレビ
15:30～　第2土曜日　秋田朝日放送

あきたびじょんNEXT
テレビ広報

WebTVあきた
［YouTube］

お問い合わせ
国税庁　軽減・インボイスコールセンター　

消費税の「インボイス制度」とは…
「インボイス発行事業者」の登録が必要ではありませんか？

●インボイスを発行するには、税務署への登録申請が必要です。
　制度開始に間に合わせるには、原則、上記期日までに登録申請を
行ってください。

こんな方は登録をご検討ください。

農家農家さんさん

※買い手によっては、免税事業者のままでも、影響がない場合もあります。
　(例:買い手が消費者だけの場合)

※以下の取引については、インボイス
の交付義務が免除されます。
①農協等を通じた委託販売
　農林水産物の販売を農協、漁協、
森林組合等に委託する場合
②卸売市場を通じた委託販売
　生鮮食品等の販売を卸売市場
に委託する場合

 0120-205-553  9:00~17:00(土日祝除く)

 インボイス制度に
関する

ご質問やご相談

令和５年３月３１日まで登録申請

▲ミルハス公式
　ウェブサイト

●大工さん
●飲食店経営者さん

国税庁
インボイス制度▶
特設サイト

Ａがインボイスを交付しないと､Bは仕入税額控除ができず、その分の消費税も納める
ことになります。（Bの納付税額は②＝200円） ●フリーランスさん（カメラマン・ライター等）

●個人タクシーの運転手さん　など

制度開始は令和５年１０月１日！

消費税の仕組み

取

　
　引

Ａ 売り手（課税事業者）
　農家さんなど

売上げ 1,000円
消費税①    100円

消　費　者

支払総額　2,200円
（内消費税相当額 200円）

Ｂ 買い手
　スーパーなど

売上げ 2,000円
消費税②    200円

仕入れ 1,000円
消費税①    100円

納付税額
②－①＝100円

売上税額 ｰ 仕入税額
＝ 納付税額

この仕組みを仕入税額
控除といいます

県税務課 ☎018-860-1123　

その他

▲ウェブサイト

 県職員採用　
ウェブサイト▶

　売り手から発行された「インボイス」（法律で定められた事項が記載
された請求書など）の保存を、消費税の仕入税額控除の条件とする
制度のこと。
　インボイスを発行しないと、買い手（仕入れを行った事業者）の納税
額が増えてしまうかもしれません。


